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入札公告（入札説明書） 

 

阿波市公告第 39号 

 

次の案件について、入札後審査方式一般競争入札に付するので、地方自治法施行令（昭

和 22年政令第 16号）第 167条の 6の規定により、次のとおり公告する。 

 

令和８年４月 22日 

阿波市長 町 田 寿 人 

1 物品概要等 

(1) 事 業 名 令和８年度 市単独事業 

(2) 物 品 名 デジタルミキサー 

(3) 物品概要 交流防災拠点施設ホール舞台袖に設置されてある音響調整卓（デジタルミ

キサー）の更新 

(4) 納入期限 令和８年１１月２日（月） まで 

(5) 落札方式 最も低い価格である入札参加者を落札者とする価格競争落札方式により執

行する。 

(6) 入札方法 

本入札説明書、阿波市財務規則（平成 17年阿波市規則第 37号）、阿波市競争契約

入札心得等に基づき、郵便入札により執行する。 

 

2 入札参加資格要件 

次のすべてに該当すること。 

(1) 単体企業であること。 

(2) 令和 7年度の阿波市入札参加有資格業者名簿（物品）に登載されていること。 

(3) 一般競争入札（指名競争入札）参加資格審査申請時における営業品目「G407 映像・

音響装置」を希望していること。 

(4) 地方自治法施行令第 167条の 4の規定に該当しないこと。 

(5) 阿波市建設業者指名停止措置要綱（平成 17年阿波市告示第 15号）に基づく指名停

止措置の対象となっていないこと。 

(6) 阿波市暴力団等排除措置要綱（平成 23年阿波市告示第 20号）に基づき暴力団関係

者であるとの認定を受け、契約排除措置中でないこと。 

(7) 次の申立てのいずれにも該当しないこと。 

ア 会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づく更生手続開始の申立て 

イ 民事再生法（平成 11年法律第 225号）に基づく再生手続開始の申立て 

ウ 破産法（平成 16年法律第 75号）に基づく破産手続開始の申立て 

※会社更生法に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法に基づく再生手続開始

の申立てがなされていても、更生計画の認可の決定又は再生計画の認可の決定が

確定し、本市の入札参加資格に係る再審査を受けている者については、当該申立て

がなされていないものとみなす。 
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3 入札関係資料の閲覧 

(1) 閲覧期間 令和８年５月 25日（月） まで 

(2) 閲覧場所 ①阿波市ホームページ 

②阿波市市場町切幡字古田 201番地 1 阿波市役所 入札閲覧室 

（開庁日の午前 8時 30分 から 午後 5時 15分 まで） 

 

4 質問の受付 

(1) 質問期間 令和８年５月８日（金） まで 

(2) 質問方法 質問事項を質問書（様式 1）に記入し、次のアドレスへ電子メールにより提出

すること。 

メールアドレス：keiyakukanzaiアットマーク awa.i-tokushima.jp 

※迷惑メール対策として、アットマークを文字列表記としているので、＠に置

き換えること。 

(3) そ の 他 質問内容によっては、回答に時間を要する場合、回答しない場合がある。 

 

5 質問回答内容の閲覧 

(1) 閲覧期間 令和８年５月１３日（水） から 令和８年５月２５日（月） まで 

(2) 閲覧場所 ①阿波市ホームページ 

②阿波市市場町切幡字古田 201番地 1 阿波市役所 入札閲覧室 

（開庁日の午前 8時 30分 から 午後 5時 15分 まで） 

 

6 同等品承認申請の受付等 

例示品以外にて入札する場合は、同等品の承認が必要となるため、次のとおり同等品

の承認申請をすること。 

(1) 受付期間 令和８年５月１８日（月） まで 

(2) 提出書類 

ア 同等品承認申請書（様式 2） 

イ 同等品の仕様等が確認できる書類 

※申請後、提出書類の追加依頼があった場合は対応すること。 

(3) 提出方法 次のアドレスへ電子メールにより提出すること。 

メールアドレス：keiyakukanzaiアットマーク awa.i-tokushima.jp 

※迷惑メール対策として、アットマークを文字列表記としているので、＠に置

き換えること。 

(4) 回答方法 受信メールに返信する。 

(5) その他  

ア 例示品が廃番となっている場合も申請すること。 

イ 審査の際、仕様等の説明依頼があった場合は対応すること。 

ウ 申請は、1品目につき 1製品とすること。 

エ 申請した全ての同等品の承認後は、変更を認めない。ただし、承認後においても例

示品での入札は認めるものとする。 

オ 申請内容が発注者の仕様書の内容を満たしていても、運用管理上、支障を来す恐れ

があると判断した場合は、承認しないことがある。 
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カ 例示品以外の製品が、他の入札参加希望者の申請にて承認された製品であっても、

申請していない入札参加希望者は、その製品にて入札することはできない。また、原

則、同等品として承認された製品名等は公表しない。 

キ 審査結果の通知後、同等品として承認されなかった品目があり、再申請する場合

は、同様の方法にて再度提出すること。なお、再申請においても受付期間内に申請す

ること。 

ク 申請多数の場合は、審査に時間を要する場合があり、再申請できなくなる場合があ

るため、余裕をもって申請すること。 

ケ 審査結果等に疑義が生じた場合は、次の連絡先まで連絡すること。 

阿波市役所 企画総務部 契約管財課 電話：0883-36-8704 

コ 例示品以外でかつ同等品の承認がない製品にて入札し、落札者となった場合は、落

札金額にて例示品を納入することとなる。落札金額にて例示品を納入することができ

ない場合は、契約辞退として取扱い、指名停止措置の対象となることがある。 

 

7 入札書等の提出 

(1) 受付期間 令和８年５月 25日（月）午後５時 までに到達 

(2) 提出書類 

ア 入札参加資格審査申請書（様式 3） 

イ 入札参加資格確認票（様式 4） 

提出後から契約締結前までの間において、記載事項に変更が生じた場合は、延滞

なく申し出ること。 

ウ 入札書（様式 5） 

(3) 入札金額 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相

当する金額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を

切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札参加希望者は、消費税及び地方消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額

の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記入すること。 

(4) 提出方法  

ア 入札書の記入方法に基づき作成し、郵便（一般書留郵便又は簡易書留郵便）にて提

出すること。 

イ 提出先 阿波市市場町切幡字古田 201番地 1 阿波市役所 企画総務部 契約管財

課 

ウ 書類一式を封筒に入れ、封筒表に次の内容を朱書きで記入すること。 

(ア) 「入札書等在中」の旨 

(イ) 案件名称 

(ウ) 到達期限 

(エ) 入札参加希望者の所在地 

(オ) 入札参加希望者の商号又は名称 
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※一部又は全部の記載がない等の軽微と認められない不備に関しては、無効として

取り扱う場合があるため、注意すること。 

 

8 落札候補者の決定方法 

(1) 開札は、入札価格等を確認後、予定価格の制限の範囲内で有効な入札参加者のう

ち、最も低い価格の者を落札候補者として決定し、終了する。なお、阿波市競争契約入

札心得第 7の定めに関わらず、入札参加者が 1者となった場合においても入札を執行

する。 

また、落札候補者となるべき者が複数いる場合は、くじによる抽選により決定するた

め、落札候補者の決定を保留にし、開札を終了する。終了後、対象の入札参加者へ抽

選会の出席を依頼し、入札参加者にて予備抽選（本抽選にて、くじを引く順番を決める抽

選）と本抽選（落札候補者を決める抽選）により、落札候補者を決定する。なお、入札参

加者が予備抽選に出席できない場合は、当該入札事務に関係のない本市職員が代わり

に出席し、予備抽選、本抽選のくじを引くものとする。 

(2) 開札は、次の日時と場所で行う。 

令和８年５月２６日（火）午前９時 から  

阿波市市場町切幡字古田 201番地 1 阿波市役所 入札室 

(3) 入札執行回数は 1回とし、予定価格の制限の範囲内の価格で、有効な入札がないと

きは入札を終了する。 

(4) 次に該当する入札は無効とする。 

ア 契約締結前までにおいて、入札参加資格要件に該当しなくなった者の入札 

イ 虚偽の記載があった者の入札 

ウ 阿波市競争契約入札心得第 8に該当する入札 

 

9 落札者の決定方法 

(1) 開札終了後、入札参加資格審査申請書等により、入札参加者の入札参加資格要件を

確認する。落札候補者が入札参加資格要件を満たしていると認められた場合は、開札

を再開し、落札候補者を落札者として決定する。なお、満たしていないと認められた場合

は、予定価格の制限の範囲内で有効な他の入札参加者のうち、最も低い価格の者を落

札者として決定する。 

(2) 入札参加資格要件を満たしていないと認められた入札参加者には、入札参加資格不

適格通知書を送付する。 

(3) 落札者を決定した場合、入札参加者には、入札結果を送付する。 

(4) 落札者の決定後、入札参加資格要件を満たしていないことを確認した場合は、再度、

予定価格の制限の範囲内で有効な他の入札参加者のうち、最も低い価格の者を落札者

として決定する。 

 

入札書等在中 

物品名：デジタルミキサー 

到達期限：令和８年５月 25日 

●●●県●●●市●●●町●●● 

株式会社 ●●●● 

封筒のサイズ 

指定なし 
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10 日程 

入札関係資料の閲覧 令和８年５月 25日（月） まで 

質問の受付 令和８年５月８日（金） まで 

質問回答内容の閲覧 令和８年５月 13日（水） から 令和８年５月 25日（月） まで 

同等品承認申請の受付 令和８年５月 18日（月） まで 

入札書等の提出 令和８年５月 25日（月）午後５時 まで 

開札 令和８年５月 26日（火）午前９時 から 

 

11 その他 

(1) 共通事項 

ア 使用する言語は、日本語とする。 

イ 使用する通貨は、日本国通貨とする。 

ウ 入札参加資格審査申請書、入札参加資格確認票、入札書等に虚偽の記載をした場

合は、阿波市建設業者指名停止措置要綱に基づく指名停止措置の対象となることが

ある。 

エ 関係する要綱等は阿波市ホームページ（https://www.city.awa.lg.jp/docs/2013090500020/）

に掲載している。 

(2) 入札関係 

ア 本入札に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。 

イ 提出された書類は返却しない。 

ウ 入札保証金は免除とする。 

エ 入札参加者名、入札金額等の入札結果の情報は公開するため、入札参加希望者

は、あらかじめその旨を了承の上、入札すること。 

(3) 入札参加資格不適格通知書に対する説明 

入札参加資格不適格通知書を受理した入札参加者は、その理由について説明を求め

ることができる。説明を求める場合は、次により任意様式の書類を提出すること。 

ア 受付期間 入札参加資格不適格通知書の通知日の翌日から起算して、7日以内（土

日祝を除く。）の午後 5時までに到達すること。 

イ 提出方法 

(ア) 持参又は郵便（簡易書留等の追跡可能な方法）にて提出すること。 

(イ) 提出先 阿波市市場町切幡字古田 201番地 1 阿波市役所 企画総務部 契約

管財課 

(4) 落札者決定後の入札参加資格要件の取扱い 

落札者の決定後から契約締結前までの間に、入札参加資格要件を満たさなくなった

場合は、入札を無効とする。 
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(5) 契約関係 

ア 契約書の作成は要する。 

イ 契約保証金は免除とする。 

ウ 契約書の様式は、発注者が指定するものとする。 

エ 契約書には、仕様書、承認された同等品、入札書の内訳、物品購入契約条項等の内

容を含むものとする。なお、承認された同等品がない場合は、例示品の内容とする。 

オ 落札決定の通知日から起算して、7日以内に契約を締結しないときは、落札者はそ

の効力を失う。 

(6) 入札公告後、本入札説明書、仕様書、様式等を修正する場合や入札を中止する場合

があるため、随時、阿波市ホームページ等により状況を確認すること。 

(7) 問合せ先 

阿波市役所 企画総務部 契約管財課 電話：0883-36-8704 


